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□ 後期審判講習会（5/29）の日は、小学校の運動会が多いようですが、日程及び会場の都

合上、予定通り行います。 
  前期（3 月）講習会に不参加チーム個人を対象にポイント救済として行うものでありま

すので是非、受講されますように御願い致します。 
  ちなみに受講者 0 名チームは、年間総ポイントから５Points 減じられますが、一人参

加の場合、１Point 年間総ポイントに加算されます。その差は６Points もあります。 
  （参加者１名につき１Point が加算。上限４Points） 
  講師は、県ミニバレーボール協会ルールを作り上げた河野優二副会長が担当します。

氏の巧妙な話術と明快な説明をお楽しみ下さい。 
  尚、審判講習会は、天明総合支所（天明コミュニセンター）練習会は、隣接の天明体

育館で行います。（練習会は任意参加です。） 
    ※会場地図を掲載いたしますので参考にされて下さい。 
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※大会の公平公正さを保つ為には、大会ルールと規約の理解が絶対必要です。ポイント獲得の 
為の講習会ではありませんので誤解のないように御願い致します。 

※審判講習会不参加の方は、大会での主審はできません。 
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